
令和４年９月市議会定例会議案件名

議案第９６ 号 令和４年度白河市一般会計補正予算（第５号）

議案第９７ 号 白河市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

議案第９８ 号 白河市税特別措置条例の一部を改正する条例

議案第９９ 号 白河市ケアラー支援の推進に関する条例

議案第１００号 白河市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

議案第１０１号 白河市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例

議案第１０２号 動産の取得について

議案第１０３号 白河市過疎地域持続的発展計画の策定について

議案第１０４号 令和３年度白河市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第１０５号 令和３年度白河市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について

議案第１０６号 令和３年度白河市工業用水道事業会計決算の認定について

議案第１０７号 令和３年度白河市下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について

議案第１０８号 令和４年度白河市一般会計補正予算（第６号）

議案第１０９号 令和４年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第１１０号 令和４年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第１１１号 令和４年度白河市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第１１２号 令和４年度白河市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第１１３号 令和４年度白河市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

議案第１１４号 令和４年度白河市下水道事業会計補正予算（第１号）

報告第 ７ 号 専決処分の報告について

報告第 ８ 号 令和３年度白河市の健全化判断比率及び資金不足比率について
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令和４年９月市議会定例会議案要旨

議案第９６ 号 令和４年度白河市一般会計補正予算（第５号）

歳入歳出補正総額は７４，８１６千円増額となり、歳入歳出予算総額は

２９，４７５，１７２千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、国庫支出金５８，８８９千円、県支出金１５，９２７千円

をそれぞれ増額補正するものであります。

歳出については、民生費７４，８１６千円を増額補正するものであります。

歳出補正は次のとおりです。

白河市物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援事業 ７４，８１６千円

議案第９７ 号 白河市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和し、柔軟な取得を可能とするため、

所要の改正を行うものであります。

議案第９８ 号 白河市税特別措置条例の一部を改正する条例

過疎地域に指定されたことに伴い、固定資産税の課税免除の区域、期間、業

種等を規定するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第９９ 号 白河市ケアラー支援の推進に関する条例

ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、ケアラーが自分ら

しく、健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目

的に、この条例を制定するものであります。

議案第１００号 白河市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、引用する条項を整理するため、所

要の改正を行うものであります。

議案第１０１号 白河市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例

白河中央中学校と五箇中学校の統合に伴い、五箇中学校を廃校するため、所

要の改正を行うものであります。

議案第１０２号 動産の取得について

白河第二中学校で使用する椅子等の備品を取得するため、地方自治法第９６

条第１項第８号の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。

議案第１０３号 白河市過疎地域持続的発展計画の策定について

白河市過疎地域持続的発展計画を策定するため、過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法第８条第１項の規定により、議会の議決を得ようとする

ものであります。

議案第１０４号 令和３年度白河市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について

令和３年度一般会計及び各特別会計歳入歳出の決算について、地方自治法
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第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付するものであります。

議案第１０５号 令和３年度白河市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和３年度白河市水道事業

会計の決算を議会の認定に付するとともに、同法第３２条第２項の規定によ

り、令和３年度白河市水道事業会計の剰余金の処分について議会の議決を求

めるものであります。

議案第１０６号 令和３年度白河市工業用水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和３年度白河市工業用水

道事業会計の決算を議会の認定に付するものであります。

議案第１０７号 令和３年度白河市下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和３年度白河市下水道事

業会計の決算を議会の認定に付するとともに、同法第３２条第２項の規定に

より、令和３年度白河市下水道事業会計の剰余金の処分について議会の議決

を求めるものであります。

議案第１０８号 令和４年度白河市一般会計補正予算（第６号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は３，０７１，４７２千円増額となり、歳入歳出予算総額

は３２，５４６，６４４千円となりました。

款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、地方特例交付金９，２２７千円、地方交付税６８，３６６

千円、国庫支出金５６３，０４０千円、県支出金３２，４５０千円、寄附金

３００千円、繰入金６４５，４４１千円、繰越金１，７３６，９８７千円、諸

収入１，８６１千円、市債１３，８００千円をそれぞれ増額補正するものであ

ります。

歳出については、議会費４９９千円、総務費１，２４５，０４１千円、民生

費１６１，７５５千円、衛生費３７８，１７９千円、農林水産業費１５５，

７７９千円、商工費１８２，９３２千円、土木費１９０，００３千円、消防費

２，５７５千円、教育費１００，３１２千円、公債費６５４，３９７千円をそ

れぞれ増額補正するものであります。

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。

財政調整基金積立金 ９００，０００千円

公共施設等整備基金積立金 ２９７，１２５千円

新型コロナウイルス感染症予防対策事業 ３６５，１１２千円

農業用施設維持管理事業 ３５，０００千円

農業用施設整備"結"支援事業 １５，０００千円

緊急浚渫推進事業（農業用ため池） ６５，０００千円
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商工業振興対策事業 １８１，６６５千円

（仮称）物産交流センター整備事業 １１，４７８千円

来て「しらかわ」住宅取得支援事業 １４，４４５千円

道路維持管理事業 ７３，３００千円

単独公共道路改良事業 １６，１００千円

小学校施設管理費 ３４，２５０千円

幼稚園施設管理費 １９，７２４千円

長期債償還元金 ６５４，３９７千円

(2) 繰越明許費

翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。

(3) 地方債の補正

事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。

議案第１０９号 令和４年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は３５，５２７千円減額となり、歳入歳出予算総額は

５，６６１，５６３千円となりました。

款別補正の歳入については、繰越金１１７，８７５千円を増額補正し、国民

健康保険税２１，８９２千円、繰入金１３１，５１０千円をそれぞれ減額補正

するものであります。

歳出については、保健事業費３６千円、諸支出金３５７千円をそれぞれ増額

補正し、総務費３，３４８千円、国民健康保険事業費納付金３２，５７２千円

をそれぞれ減額補正するものであります。

議案第１１０号 令和４年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は３，６０９千円増額となり、歳入歳出予算総額は６８５，

００１千円となりました。

款別補正の歳入については、繰越金３，６０９千円を増額補正するものであ

ります。

歳出については、後期高齢者医療広域連合納付金３，６０９千円を増額補正

するものであります。

議案第１１１号 令和４年度白河市介護保険特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出補正総額は２０５，１７３千円増額となり、歳入歳出予算総額は

６，００２，６７２千円となりました。

款別補正の歳入については、国庫支出金４４千円、繰入金３，４８４千円、

繰越金２０１，６４５千円をそれぞれ増額補正するものであります。

歳出については、総務費１，３００千円、地域支援事業費３４千円、基金積

立金１３６，１９６千円、諸支出金６７，６４３千円をそれぞれ増額補正する

ものであります。
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議案第１１２号 令和４年度白河市水道事業会計補正予算（第１号）

(1) 業務の予定量の補正

主な建設事業の概要、改良費を７９６，０３５千円に改めるものであります。

(2) 収益的収入の補正

営業外収益５２８千円を減額補正し、その総額として水道事業収益１，

２５８，３９４千円を予定するものであります。

(3) 収益的支出の補正

営業費用１１，４１７千円を増額補正し、その総額として水道事業費用１，

２２９，２４９千円を予定するものであります。

(4) 資本的収入の補正

他会計補助金１２０千円を減額補正し、その総額として資本的収入４５１，

２７１千円を予定するものであります。

(5) 資本的支出の補正

建設改良費３，１０７千円を減額補正、返還金４５０千円を増額補正し、そ

の総額として資本的支出１，０７１，９０４千円を予定するものであります。

(6) 債務負担行為

債務負担行為の事項、期間及び限度額を定めるものであります。

(7) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

予算に定めた職員給与費を１３３，８９７千円に改めるものであります。

(8) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた一般会計からの補助金を３１，３３１千円、下水道事業会計か

らの補助金を５，３８８千円にそれぞれ改めるものであります。

議案第１１３号 令和４年度白河市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

(1) 収益的収入の補正

工水営業外収益２８１千円を増額補正し、その総額として工業用水道事業収

益５８，１７８千円を予定するものであります。

(2) 収益的支出の補正

工水営業費用２８１千円を増額補正し、その総額として工業用水道事業費用

５８，１７８千円を予定するものであります。

(3) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた一般会計からの補助金を８２，８１８千円に改めるものであり

ます。

議案第１１４号 令和４年度白河市下水道事業会計補正予算（第１号）

(1) 収益的収入の補正

営業外収益３３，６３８千円を増額補正し、その総額として下水道事業収益

２，３７６，１０６千円を予定するものであります。
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(2) 収益的支出の補正

営業費用３３，６３８千円を増額補正し、その総額として下水道事業費用２，

３７３，３５８千円を予定するものであります。

(3) 資本的収入の補正

他会計補助金４，４２３千円を増額補正し、その総額として資本的収入１，

７０６，６５０千円を予定するものであります。

(4) 資本的支出の補正

建設改良費４，４２３千円を増額補正し、その総額として資本的支出１，

８２８，１６２千円を予定するものであります。

(5) 債務負担行為の補正

事業の追加に伴い、債務負担行為を追加するものであります。

(6) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正

予算に定めた職員給与費を９２，２３１千円に改めるものであります。

(7) 他会計からの補助金の補正

予算に定めた一般会計からの補助金を１，３４３，３９４千円に改めるもの

であります。

報告第 ７ 号 専決処分の報告について

市道の管理瑕疵に伴う事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地

方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定

により議会に報告するものであります。

報告第 ８ 号 令和３年度白河市の健全化判断比率及び資金不足比率について

令和３年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負

担比率並びに資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、議会に報告するものであり

ます。


